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 東京を中心とした大都市圏住宅間題の新たな展開と自治体住宅政策の
 石田　頼房

 役割およびその効呆に関する研究（2）

 1．はじめに

 　従来の住宅政策が行き詰まり，新たなパラダイムの構

 築が求められている。本研究の目的は，その手掛かりを

 自治体住宅政策に探ることである。昨年の現状把握に続

 き，本年度は，住宅政策について，より具体的な検討を

 行なうことを目的とした。本年度もまた，基礎自治体レ

 ベルの政策と，大都市圏レベルの政策の二方向から検討

 を進めた。前者については，昨年に引き続き23区におけ

 る住宅政策の現状・実績等についての最新情報の収集に

 努めた。中でも，基礎自治体における住宅「計画」の意

 味，可能性といった課題に重点を置いた。これは，各区

 で住宅マスタープランの作成が進行しつつあり，それを

 少しでも充実していくことが，新たな住宅政策の枠組み

 を作りだす上での現実的な突破口になると考えたからで

 ある。

 2　自治体住宅政策の展開

 2．1　咋年からの動き

 　昨年度から今年度にかけても，東京23区では自治体独

 自の住宅政策の広がりがみられた。最初にいくつかのポ

 イントを拾ってみる。

 　第一に，区としての住政策の責務，基本理念などを定

 めた住宅基本条例については，1992年9月現在，制定し

 ている区は9区となった。1991年前半までに，中央区・

 世田谷区・新宿区・港区・品川区・台東区の6区で制定

 されていたが，1992年になって，新たに墨田・千代田・

 目黒区が伸間入りした。さらに文京区・中野区・杉並区・

 豊島区・板橋区などでも住宅基本条例が1992年度中に制

 定される可静性が高く，着実に広がりを見せているとい

 える。

 　第二に，区の住宅政策の基本となる住宅マスタープラ

 ンが，江戸川区を除くすべての区で計画済みもしくは作

 業中である。1992年9月現在，素案を含め発表済みの区

 は，千代田・中央区・墨田区・品川区・文京区・台東区・

 板橋区・大田区・世田谷区・杉並区・足立区である。マ

 スタープランは，国・都の補助事業であり，かつ拘束的

 計画ではないとはいえ，内容的に踏み込んだ場合，財政

 負担と直結してくるので，区としてかなりの政策判断を

 要する。

 　第三に，話題となったファミリー世帯の定住促進のた

 めの家賃補助についても同様である。当初，台東区・墨

 田区・新宿区などで始められた中堅ファミリー世帯に対

 する家賃補助は，台東区・新宿区で拡充され，さらに文

 京区・渋谷区・港区・荒川区・目黒区などに広がった。

 板橋区では貸付という新しい方法で制度化された。

 　自治体の住宅政策は現在着実に進んでいるといえよ

 う。これに応じて各区の住宅政策に対する組織体制の整

 備が進み，住宅費の支出も大きくなっている。図1は1990

 年までの23区全体の住宅費の歳出に占める割合の推移で

 あるが，1988年以降急速に大きくなっている。内訳を見

 るとこの間住宅政策に非常に積極的だった都心3区（十

 新宿区）の比重が大きい。この比率は，周辺区での施策

 充実で，さらに高まる余地があるといえる。

 2．2　住宅条例

 2．2．1　背景と狙い

 　まず，住宅条例について。区ごとの特徴の中に，共通

 した目的や背景が見いだされる。（表1）

 （1）背景にあるのは，地価高騰を背景とした住宅の減

 少，居住継続の不安拡大である。住宅条例の目的の第一

 は，区がそれら住宅問題に対して政策を展開するという

 　％

 1．8
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，626％
 1．6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　×

 1．4

 1，2

 　1

 0．8　　　　　　　　　　　　　　　　×O・848％
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　／

 α6ボ・　　　　・・・…

 §§§馨嚢窒馨§馨§§

 図1　住居費の歳出に占める割合の推移（特別区計）
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 姿勢を区民へ約束することにある。そこて、基本理念や　　　2．2．2　住宅「条例」としての制約

 各区の住宅事情を反映した条文が盛り込まれている。区　　　　以上のように，住宅条例には，国の法が抱える問題を

 民の直接請求により制定された新宿区では，差別の解消　　　地方自治体で解決するために。施策の法的根拠として地

 に関する条項がある。目黒区では居住制約解消のための　　　方自治体の法である条例を制定したという経過が見られ

 啓発という言い方で同様の課題が述べられている。また，　　る。その結果，条例に盛り込むべき主要な条項はことご

 この間の住宅問題はすぐれて都市計画の間題であるとこ　　　とく国が定める制限以上の権利制限を伴うことになる。

 ろから，住環境，町づくりに関する条例という性格も併　　　その接点をどのように表現するかがひとつの論点であ

 せ持っている。特に，定住化・居住継続という都市計画　　　る。
 上の施策が盛り込まれている。　　　　　　　　　　　　　　（1）住宅および住環境の水準については，抽象的表現

 （2）従来，基礎自治体では住宅に関する施策はいくつ　　　にとどめ，具体的水準については条例に基づく計画等に

 かの部署に分かれて扱われることが多かった。条例の第　　　委ねられている。

 二の目的は，それらを自治体の明確な意志の下に（つま　　　（2）住宅付置義務は都心・副都心において現行の用途

 り法として）体系化し，施策の充実および効果的な実現　　　地域を補完し，民問の住宅供給を積極的に促進する施策

 を図ろうとすることである。　　　　　　　　　　　　　である・この施策は国が定める制眼を上回るため法的強

 （3）わが国では，地方自治法及び都市計画関連法規上　　制力はない。そのため従来は指導要綱に拠ってきた。今

 区が独自の施策を展開することが困難である。住宅に関　　　回これを条例に盛り込むに当たっては「事業者との事前

 しては，基本法が整備されておらず，施策の根拠が個別　　　協議と協議による協力要請，負担の要請」という表現が

 法に委ねられている。住宅建設計画法や大都市法に基づ　　　とられた（港区）。

 く計画やそこに示された水準は，当該法だけでは実効性　　　（3）同様にいくつかの区では住宅供給のための財源を

 を持たない。住宅の大半を占める民問住宅の建設を直接　　　開発者負担金に負っているが，これを強制するのも「違

 コントロールしうるのは，都市計画法・建築基準法に基　　　決注」が強い。これらは条例ではあくまでも「協力要請」

 づく諸制度である。条例の第三の目的は，このような国　　にとどめられている。

 の法律の不備を超えて，総合的なそして地域の実情を踏　　　　このように，条例化せざるを得ない背景がある一方で

 まえた政策を展開することである。しかし，地方自治体　　　条例化してもなお住宅施策の実効性が保障されないとい

 がその区域で発生している住宅問題について独自の施策　　　う状況があり、その苦悩の中で，各区はそれぞれ知恵を

 を実施しようとする際には，都市計画法との関連が問わ　　　絞った条文作りをしているといえよう。

 れる。わが国では国の法律で明文化されていない限り，　　　2．2．3　住宅条例の効果

 法律に定めがない事項や国の定める制限より厳しい制　　　（1）条例は議会の議決を必要とし，広く市民の参加，
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 限私人の土地利用を拘束する制限を課することができ　　　啓蒙を必要とする。新宿区のように直接請求により制定

 ないからである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　された場合は，行政への区民と議会の監視はいっそう厳

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表1住宅条例一覧

 　　　　　　　　　　中　　　　　　1　　新宿区　　ム　　　　　　　　　ロ川区　　目黒区　　世田谷区
 　　　　日　　　1990虹u担＿＿1991／2　1991／6　199214／1＿㎜L19916199011011
 分（イ宅・定イ　　B　　B　　B　　B　　A　　A　　A　　A

 　目的　　　　　　　　　⊂）　　　○　　　　○　　　　○　　　　○　　　　○　　　　○　　　　○
 　理念　　　　　　　　　　○　　　　　　　　○基準　　　○　　　　○　　　　○　　　　　　　　　○
 　貢務　　　　　　　　　　○　　　　○　　　　○　　　　○　　　　○　　　　○　　　　○　　　　○
 醒＿＿＿＿＿＿…L＿』＿一．．○＿一Q＿＿8＿　○　＿8＿＿8＿＿

 住宅水準　　　　　　　　○　　　　○　　　　○　　■　○　　　　○　　　　　　　　　○　　　　○
 住環境水準　　　　　　　○　　　　○　　　　　　　　　○　　　　　　　　　　　　　　○　　　　○
 鶴鍵紅1　実一音一一一Q一一8一一一8一一8　8

 　居住者支援　　　　　　　○　　　　△　　　　○　　　　○　　　　　　　　　　　　　　　○　　　　○
 　特に家賃補助の明記　　　　　　　　　　　　○　　　　　　　　○　　　　○
 　住　の適正化　　　　○　並者　　　　　　○公的住宅
 　住宅　途維持　　　　　　　）　　　’C　　　　○　　　　　　　　　　　　　　　○　　　　○　　　　○
 　住宅用途維持　使用　　　○　　　　C　　　　　　　　　○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○
 　まちづくり　　　　　　　　　　C　　　　○　　　　○
 　　ちづ　　支援　　　　　　一＿＿＿＿C　　　　○
 　開発者　議　　　　　　　）　　　C　　　　○　　　　○　　△指　助言　　○　　　　○　　　　○
 　開発者負担　　　　　　協力　　　措置　　　負担　　　協力　　　　　　　　負担　　　協力　　　協力
 纏巷灘　　（）勧管表勧瞥表勧告公表　　…

 　財源　　　　　　　　基金等　　　　　　　　○　　　　○　　　　○　　　○基金等　　○　　　基金等
 　その他　　　　　　　　　　　　　　　　屠住差別解消　　　　　　　　　　　　　　屠住者制約啓発

 A；佳宅＝住宅のみの条例という性格の強いもの。B；定住まちづくり・・住宅だけではなく「まちづくり」の要素をとりこんで1いるもへ
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 しいものとなるだろう。条例化の第一の効果は，区に計

 画的住宅行政を執行する責務を負わせ，住宅政策の実効

 性を担保したという点である。反面，区に過度な責務が

 及ばないようにという自已抑制作用が起案担当者に働い

 たことは否定できない。すなわち，「区長は…　するこ

 とができる」「…　努めるものとする」のような努力規

 定が多い。とはいえ，個別的な要綱行政を超えて条例化

 された意義は大きいと見るべきだろう。

 （2）背景の項で述べたように，条例の大きな目標は住

 宅施策の体系化である。これは，今後の住宅に関する個

 別施策が剰列に基づくことが要求されることで達成され

 ていく。

 （3）住宅施策は眼られた財源（および権限）の中で行

 なわれる。したがって，実施する施策およびその対象に

 ついての優先順位が問われることになる。条例はその際

 の根拠の一つとなっていくだろう。例えば，ある条例は

 高齢者に絞ってその居住継続対策に重点を置く旨を明記

 しており，ある条例は，家賃補助を目玉にしている。こ

 れらは，条例の制定過程でどのような施策にプライオリ

 ティを置くかが議論となり，一定の政策的判断の結果と

 して決められたものである。

 　1992年6月の都市計画法および建築基準法の改正にお

 いても議論された通り，今後，地方自治体への権限移譲

 が進行していくであろう。このような状況の中で住宅条

 例の制定は，基礎自治体の行政能力を高め，基礎自治体
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 をべ一スとした住宅行政を促進する大きな挺子になりう

 るものといえよう。

 2．3　住宅マスタープラン（住宅計画）の方向と可能性

 　もっか各区の最大の課題となっている住宅マスターブ

 ランは，区の住宅政策について体系的・具体的に言及し

 ている点で，今後の基礎自治体の住宅政策のあり方を考

 える上で非常に重要と考えられる。

 2．3．1　自治体住宅計画の系譜

 　まず，簡単にこれまでの自治体住宅計画の系譜を振り

 返る*1。

 　日本では，法律的に位置づけられた市区町村レベルの

 住宅計画は存在しない。法令にのっとった住宅計画は，

 1966年の住宅建設計画法以降6回にわたり住宅建設五箇

 年計画が作成されてきたが，市町村は全国計画に関し意

 見を述べ，都道府県計画に関し協議するだけで策定主体

 ではない。1960年代までに地域で住宅計画が策定された

 のは，全国総合開発計画などに基づく地域拠点関連の動

 きに過ぎず，70年代前半も，いくつかの大都市中心市街

 地での「住宅立地計画」に限られていた。

 　しかし，すべての府県で住宅数が世帯数を上回る70年

 代後半以降になると，大都市地域，地方にかかわらず市

 町村が，単に公営住宅の建設・管理をするだけでなく，

 人口問題の調整策として，また地域の環境整備やまちづ

 くりの施策の一つとして，住宅計画・住宅政策にかかわ

 らざるを得ない状況が現われた。76年からの三期五計に

 向けた住宅宅地審では，住宅政策における地域の重要性

 が指摘されている。当時考えられた住宅計画としては，

 住田昌二大阪市立大学教授の提唱した体系が代表的であ

 り＊2，80年代になって大阪府，愛知県等で試みられた。

 　80年代になると，国の直轄で行なわれた「地域住宅

 （HOPE）計画」に代表されるように，大都市以外での

 住宅関連の計画が現われだす。「多雪地域住宅計画推進事

 業」，「地域高齢者住宅計画推進事業」，「生涯学習のむら

 整備推進事業」などである。

 　一方，東京区部では80年代初頭からワンルームマン

 ションなどのトラブルが続出，要綱での指導を余儀なく

 された。さらに地価高騰で都心区では夜間人口確保のた

 めの住宅付置義務の必要も生じた。都は88年，東京都住

 宅政策懇談会を発足。90年代に入ると，国もいわゆる大

 都市法を改正して，圏域ごとの住宅および住宅地の供給

 基本計画を定め，都道府県がこれに即し都市計画とリン

 クした住宅マスタープランを定めることとなった。

 　80年代末，六期五計の策定時にも，住宅宅地審の中間

 報告で市町村住宅計画の必要性がうたわれた。にもかか

 わらず，最終的な計画には盛り込まれなかった経緯があ

 る。しかしながら，大都市新法に基づく大都市地域では，

 （法律には決められていないが）市区町村計画を作るよ

 う指導がなされている。

 2．3．2　住宅マスタープランの策定の経緯

 　住宅マスタープランのイメージは，1990年4月の東京

 都住宅政策懇談会最終報告にかなり具体的に描かれてい

 る＊3。「居住人口など…　が地域別に設定され，…　目

 標年次における住宅のストック（量・規模水準）と住環

 境水準が地域別に設定され，地域の特性に応じた住宅市

 街地整備方針，必要な都市計画上の措置などが明らかに

 される。計画期間中の住宅供給・住環境整備プログラム

 も…　　地域別・土地利用パターン別に記述されること

 になる」というものである。

 　この報告を受けて東京都では1991年7月に東京都住宅

 マスタープランを策定，市区町村においても策定するよ

 う働きかけてきた。多くの区では，これら都の動きを受

 けてあるいは自発的に，住宅マスタープラン作成の作業

 を進めてきた。

 2．3．3　東京区部における住宅マスタープランの特徴

 　住宅マスタープランの策定状況を表2に示す。現在の

 ところ，11区で発表されている。最も早いのは，1991年

 5月の中央区で，東京都の発表に2ヵ月先んじている。

 　発表されている住宅マスタープランは，おおむねのと

 ころ，都の「区市町村マスタープラン策定指針」に沿っ

 た形で策定されている。以下，いくつかの観点から発表
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されている住宅マスタープランを見る。

（1）ストック想定，フロー想定，ストックの構成；

　表3，4に計画年度（西暦2000年）ストック，計画期

間（10年問）のフローの想定および各区のストックの構

成を示す。参考までにフロー／ストックの比を見ると

30％～50％の高い比率となっている。板橋区では例外で

10％以下である。ストック構成では，いずれの区でも借

家の比率が高まっている。

（2）計画の目標・テーマ；各プランク）基本的方向，住

宅政策の基本テーマでは，バランスのとれた定住人口の

確保，高齢者・障害者等世帯に対する配慮，まちづくり

と連動した住宅政策などが共通したテー・マとして上がっ

ている。さらに区内産業の発展と結び付けた方向を打ち

表2　マスター一プランの概況

区
　　　2000年のス　　　　　　　　土地利用発表1鳩紬集環譲鍛㌫孟

千代田
中央
文京
台東
墨田
品川
大田
世田谷
杉並
板橋
足立

91111
91／5
92！4
9213
92！6
92／3
92β
92〃
92！6
92！2
92！3

六期五計　　4
六期五計　　7
六期五計　10
六期五計　　6
六期五計　10
六期五計　　4
六期五計大4ノ』・8
＋独自　　6

六期五計　　11
六期五計　　5
＋独自　　6

9

5
6
5
8

6

出している「地域産業と調和した魅力とゆとりのある住

宅まちづくり」（墨田）などがある。人口の定住施策，住

宅をよくするという意味での住宅施策にとどまらず，ま

ちづくり施策，福祉施策，地域産業振興施策など広範囲

の政策領域がとりこまれていることがわかる。

（3）居住水準と住環境水準；居住水準の目標に関して

は，表1の通り2区を除く区で第六期住宅建設五箇年計

画（六期五計）で設定されている最低居住水準，誘導居

住水準と同じ内容を設定している。一方，足立区・世田

谷区ではそれに加えて独自基準を設けている。足立区で

は最低居住水準は六期五計と同じであるが，「足立区誘導

居住水準」を「利便性重視」「ゆとり重視（2類型）」の

3種類に分けて定めている。世田谷区では，六期五計の

基準に区独白の基準を加え，体系化をめざして段階的に

充実するという方向が示されている。

　居住水準・住環境水準の場合，その実効性をどう確保

するかがポイントになるが，現在のところほとんどの区

で，あくまで目標規定にとどまっている。世田谷区が条

例によって最低水準以下（16m2）の住宅の建設を認めな

いとし，居住水準達成の実効力を担保していることが注

目される。

（4）住宅市街地の整備の方針；区住宅マスタープラン

は，区内の市街地の地域ごとに詳細に将来像と整備手法

を示すこととされており，このことは「都市計画の詳細

表3　各区の2000年のストックの想定と1991～2000年のフローの想定
単位1戸

2㎜年おけるストック想定
1990年におけるストック
2000年までの10年問フロー
フロi／ストック

千代田区　1中央区　．雌廼＿　台　区．
　18．750　　　　51，00．〕　　　　77，OO0　　　　64．150
　14．660　　　　31．180　　　　81．060　　　　63．400
　　8．540　　　　24．300　　　　29，O00　　　　21．500
　45．596　　　　47．696　　　　37．796　　　　33．596

墨田区　　晶川区
　105．200　　　　166．800
　92．700　　　　163．400
　39．800　　　　57．300
　37．8％　　　　34．496

315．600　　　387，㎜
276．500　　　　362，㎜
105．500　　　　125，㎜
33．496　　　　32．396

278．300　　　252．300　　　　307，㎜
264．178　　　228．100　　　266，㎜
82．700　　　　24．200　　　　86，㎜
29．7％　　　　　9．6％　　　　　28．O％

注1 中央区は、1990年におけるストックが記載されていないため、1988住調のストック量を

　　　　　　　　　　　　　　　　　表4　各区のストックの構成

示。

単位：戸

2000年におけるストック
居住世帯のある住宅

　持ち家
　借家
　公共住宅
　　公営
　　公団・公社
　　都・区民住宅
　民間借家
　給与住宅
　非空家・不詳
居住世帯のない住宅

千代里区1中央区　　雌ζ区　　1台東区、
　18．750　　　　51，OO0　　　　77，OO0　　　　64．150
　17，O00　　　　46，O00　　　　65．870　　　　58．700
　　7．650　　　　　　　　　　　　29．640　　　　31．300
　　9．350　　　　　　　　　　　　36．230　　　　27．400
　　2，350

2．800
4．200

1．750　　　　　5，OOO　　　　l　l，130　　　　5，450

墨田区　　1品川区
　105．200　　　　166．800
　92．600
　45．400　　　　62，㎜
　47．400　　　　83．400
　11．300　　　　　8，500

34．100　　　　65．300
1．800　　9．600

12，600

大田区　　1世田谷区1杉並区　　1板橋区　　1足立区
315．600　　　　387，㎜
288．800　　　343，㎜
127，1OO　1l1，㎜
161．700　　　　232，㎜
15．200　　　　　17．500

131．900
14．600

26，800

278．300
242．400
84．800
157．600
6．500

138．700
12．400

35，900

252．300　　　307，㎜
229．500　　　279，㎜
84．000　　　　124，㎜
145．500　　　155，㎜
29．250　　　　55，㎜
　　　　32，OOO
　　　　17，㎜
　　　　6，㎜
107．690　　　　91、㎜
8．950　　　　　9，㎜

22．800　　　　28，㎜

表5　各区の強い公的関与住宅の戸数および全ストック／フローに占める割合
単位1戸携叡㌣㌣デ討㌻ギ1ヂボ

版橋区　　1足立区
1．510　　　　2．406
6．2％，　　　　2．896
3．983　　　　　4．090
1．696　　　　　1．3％

注1　「区の強い閲与の住宅　とは、公営住宅法に基つく区昌住宅、区の建設する区立住宅　区民住宅、区が借り上げて区民に貸す賃貸住宅を示す。なお、
　高齢者集合住宅（借り上げも含む）も含んでいる。なお杉並区には、明示されていない。
注2都営住宅の区移管分に関しては、都の示している移管対象の都営住宅が10年聞で区に移管されると仮定している。これについては単なる管理主体の
　移行なので「2000年までのフロー」には含めていない。但し、マスタープランの中に供給戸数として明示してある区営住宅に関しては「2000年まで
　のフロー」に加算した。
注3都営住宅の移管に関しては、厳密に言うと滅失戸数を押える必要があるが、これは無視した。すなわち、移管された＝住宅を建て替えても同じ数だけ
　新たにできると仮定しているこ1とになる。
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 化」につながる今，マスタープランの大きな特徴の一つ

 となっている。前出の住宅政策懇談会のイメージでは「地

 域別・土地利用パターン別」に示すものとされ，いわば

 区内の市街地に二重に網をかけることが想定されている

 ものと思われる。すでに都のマスタープランで土地利用

 パターン別（住宅市街地ゾーン＝9区分）のゾーニング

 が23区全域になされている*4。

 　区においては，1．都の住宅市街地ゾーンをさらに詳細

 化した（および区で従来持っていたまちづくり方針を詳

 細化した）市街地像と整備の方向を示す方法（土地利用

 パターンベース），2．いくつかの町丁目などをまとめて

 区内をいくつかにブロック化し，各ブロックごとの将来

 像，整備方向を示す方法（地域別べ一ス）が考えられる。

 　多くの区では1，2の両方で住宅市街地像を描いてい

 る（千代田区，墨田区，台東区，大田区，足立区など）。

 文京区，杉並区では1の方法のみで住宅市街地像を描い

 ている。中央区・板橋区・品川区は，2の比重が大きい。

 世田谷区は従来から区で持っていた土地利用マスタープ

 ランである「都市整備方針」を用いており，最も詳細な

 ゾーニングがなされている。住宅市街地ゾーンの区分方

 法については，各区のさまざま特徴がでた多様なものに

 なっている。

 （5）区の関与する住宅；住宅マスタープランは「具体

 的な土地利用等の規制を伴ったり，事業を義務づけるも

 のではなく，…　目標や方向性を示すもの」*5とされて

 いる。しかしながら，一方では「市区町村が直接関与・

 支援・供給する施策別住宅戸数・宅地面積」を書き込む

 ことが推奨されている。この部分を書き込んだ場合，事

 実上その区はかなりの決意を持っていると考えてよいだ

 ろう。杉並区を除く10区で「区の関与する住宅」を具体

 的に戸数として書き込んでいる。区の強く関与する住宅

 を表5に示す。さらに，区が強く関与する住宅の計画期

 間のフローに占める割合及び2000年のストックでの占め

 る割合を，表5に示す。都心に近い区ほど割合が多くなっ

 ている傾向がうかがえる。

 2．3．4　住宅マスタープランの課題

 　住宅計画の内容は，住宅の質水準の達成と居住環境の

 制御を計画目標に，次の三つの政策内容，1．住宅環境容

 量，2．住宅立地，3．住宅基準を「行政計画」として定

 め，これにしたがって，4．「住宅供給計画」と，5．「住

 宅環境整備計画」の二つの事業計画を策定することが，

 従来提案されてきた計画の枠組みである。この問，区部

 で策定された住宅マスタープランは，計画の性格上，上

 記4の「住宅供給計画」にウエイトが置かれている。今

 後の体系化に向けては，以下の諸点が課題となる。

 （1）環境容量と土地利用の詳細化を図る；地域の環境

 が許容できる住宅総量とそれをどのような土地に立地さ

 せるかの計画（ゾーニング）は，将来の住宅・住宅地像

 表6　23区家賃補助一覧

 区　名 開始時期 対　　　象  資　　　　　　格  所得制限 限度学／期悶 募集枠 応募件教／内定者 居住水準向上 家賃補助の算定 ピーク時楡助世帯敏

 港　区 H．4．4 家　族 区内在住で子供が中学生以下
 区内在住で世帯主が区内の中小企秦にカ務
 ＊区外在住者で上記該当者で年度内帳入も対象 1000万円以下 5万円／6年 100  526／90 要件とせず 収入  未設定

 新　婚 区内在住で結婚2年以内か1年以内に予定
 ＊区外在住者で上記該当者で年度内転入も対象

 新宿区 H．3．5 家　族 区内1年以上屠住（親でも可〕
 ＊子供が中学生以下  1O00万円以下 5万円／6年 150  805／129 要件とせず 収入  未設定

 新　婚 区内1年以上居住（親でも可）
 ‡緒婚2年以内か予定者

 文京区 H．4．I 家　族 区内1年以上居住（親でも可） 950万円以下 5万円／10年
 子供が中学生以下

 計50  225／50 5㎡か1室増 前後の家賃差額 500（2．4、）
 新　婚 結婚2年以内か1年以内に予定 950万円以下 5万円／10年

 区内に1年以上居住（親でも可）
 予定者は一方が親が1年以上屠住

 台東区 H．2．8 家　族 区内3年以上居住（親でも司） 1000万円以下 5万円／5年 200  177／79 住戸面秋地 前後の家賃差額
 子供が中学生以下  2000（H．06、）

 新　婚 区内に屠住  1000万円以下 5万円／5年 220  625／220 要件とせず 収入
 結婚2年以内か、1年以内に結婚予定

 憂田区 H．3．7 家　族 区内に居住で子供が18歳未浩 356万円～713万1円 5万円／10年 200  185／128 10㎡増 前後の家賃差額 1800（9，30竈）
 4人家族の場合

 渋谷区 H．3．12 家族形成期 区内1年以上屠住で全ての子供が6歳未潰 800万円未浩 ＊A／13年 50  34
 住戸面棚増 収入

 家族成熟期 区内1年以上屠住で全ての子供が18皮未だ 900万円未浩 ＊A■13年 50  26  未設定

 新　婚 区内1年以上居住（親が2年以上でも可） 700万円未清 ＊A／13年 50  35  住戸面和増 収入
 結婚2年以上か予定者

 荒川区 H．4．7 家　族 区内1年以上居住（親でも可）  ＊
 子供が中学生以下  800万円以下 5万円／10年 200  242／200 要件とせず 前後の家賃差額 未設定
 ＊区外在住で世帯主が区内の中小企簑にω務

 板椚区 H．4．7 新　婚 区内在住1年以上で結婚2年以内か1年以内 502万円2千円 5万円／2年 100  ＊10件 住戸面棚増 前後の家賃差額 1000（1．21、）
 ホ  のいずれか  4人家族の甥合 無利子

 目黒区 H．4．7 家　族 区内に屠住で子供が18歳未潰 520万円  2万円／4年 200  630／195 要件とせず 収入  未設定

 注1．家賃補助の算定住戸面杣向上は、原則的に最低居住水準未潰の世帯を仁先。
 注2一ピーク時補助世箒数とは、マスターブランに設定されたピーク時の家賃補助世帯教　カッコ内のパーセントはピーク時世帯数／88年住詞民閻借家世帯数
 注3．渋谷区　＊A　新婚家庭で月平均8万円、家族で同14万　荒川区　助成学は2年目以降は1年目の助成額の1／10の碩を毎年減らしていく。
 　板朽区　板椿区住み替え家賃助成制度　内定件数7件については補助を支給濟み。
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 を想定する上での基本的なフレームである。住宅・非住

 宅の均衡ある配分や用途地域の見直し等の土地利用の詳

 細化及びそのコンセンサスを得ること，都市地域（行政

 単位や用途容積区分別）の目標とともに，地区計画の活

 用等による地域ごとの目標設定，などが検討されるべき

 である。

 （2）地域独自の住宅水準を設定する；住宅基準の設定

 は，「住戸」の基準，「居住」の水準，街区を主とする「住

 環境」の基準等について，それらが維持達成すべき，少

 なくとも最低基準を設定することがその内容である。現

 状の水準状況は地域により，かなり幅が．おる。全国一律

 の基準ではなく，地域独自の，それも行政の努力目標と

 いう形ではなく，行政的な指導基準，事業の実施基準と

 して設定し，この目標に一歩でも近づける方法・手段等

 を明らかにすることが必要である。

 （3）事業計画の質内容及び実効性等を管理する；地域

 の住宅需要を踏まえ，必要となる住宅供給量を事業主体

 別に示すこと，および住宅環境の問題地区や地区ごとの

 住宅市街地整備計画を作成することが，事業計画として

 の内容である。特に，区市町村が関与する住宅の量的確

 保の可能性，地域ごとのまちづくりと住宅との連係方策

 等，事業計画としての質内容，計画内容や実現手法の精

 綴化とともに，主体的な計画管理（実効惟，組織体制）

 が求められる。

 2．4　家賃補助制度，区民住宅

 　台東区で90年7月に始められた中堅ファミリー層への

 家賃補助制度は，急速に23区内に広まった。2年後の1992

 年7月には，9つの区が中堅ファミリー層への家賃補助

 を行なっている状況となっている（表6）。

 　そのうち板橋区は，給付ではなく「無利子による貸付

 け」であり，新しいタイプである。施策対象としては，

 比較的若い世帯（新婚～就学児童のいる世帯）が対象に

 なっている。所得制限はほとんどの区で設けているが，

 かなり高いところに設定されている。

 　家賃補助制度を特徴づけるポイントに，給付に当たっ

 て居住水準の向上を前提にしているか，いないか，とい

 うことがある。居住水準の向上を前提にしているタイプ

 に文京区・台東区・墨田区・荒川区など，前提にしてい

 ないタイプに港区・新宿区・台東区（新婚）などがある。

 　言うまでもなく住宅施策としての家賃補助対策は，そ

 れが居住水準の向上に直接つながってはじめて施策とし

 ての意味を持つということになる。一方，定住施策と考

 える場合，必ずしも居住水準の向上をもたらさなくとも

 よい。むろん居住水準を向上させるにこしたことはない

 が，ファミリー世帯に十分な規模のストックが，家賃補

 助を行なっているような区には極度に不足しているた

 め，「居住水準の向上」を前提にすると応募者がいなくな

 る．という実態がある。事実，家賃補助制度に対する応募

 状況は自治体側が需要が殺到することを警戒しているこ

 ととはうらはらにあまり芳しくない状況にある。

 　ファミリー世帯へ直接給付を行なう家賃補助は，これ

 までの日本の住宅政策にはなかった，都区部自治体が初

 めて開拓した制度であるが，あくまで定住人口を確保す

 るという定住施策の範囲で広がっているというのが現状

 であろう。

 　家賃補助の評価は難しい。一つだけ評価点をあげよう。

 住宅を直接提供する公共住宅制度などはそのストック量

 が十分でない限り，同じ所得階層の中で入居できたもの

 とできなかったものの「水平的不平等」を生じる。公平

 性から考えれば，住宅を提供するより，金銭で給付した

 方がより平等である。

 2．5　住宅データの把握と管理

 　そもそも住宅政策の実行に当たっては各自治体内の住

 宅データおよびその居住水準の把握が不可欠である。

 2．5．1　住宅データの分類と相互関係

 （1）住宅デー夕は，その性格によって以下のように分

 類される。1.新規供給住宅に関するフローデータ，2．

 現存の住宅に関するストックデータ。また，データの形

 式によって，1．個別の住宅に関するデータを帳票等の形

 でまとめたリストデータ，2．これを操作することによっ

 て得られる統計データ。例えば、登記申請はフローデー

 タ，登記簿はストックデータである。また，登記申請あ

 るいは登記簿はリストデータで，これらを集計した土地

 登記統計は統計データである。

 （2）これらデータの種類相互には，リストデータから

 統計データを導き，フローデー夕からストックデータを

 導くという関係がある。ただし，これには一定の制約が

 ある。例えば，リストデータが操作可能な状態に整理さ

 れているもの以外は統計化できない。フローデータを蓄

 積することによって得られるストックデータは限られ

 （住宅地図はストックの直接把握によって作成される），

 また，その精度にも限界がある（フローの発生に比し，

 消滅に関するデータは不正確である）。

 （3）各種の住宅データを以上の観点から分類したもの

 を図2に示す。

 （4）自治体住宅政策が依拠する住宅データには，以下

 のような条件が必要と思われる。1．ストックデータが整

 備されていること，2．逐次更新がなされていること，3．
 　　　　　　　　　　　　 一定の専門的情報を含み，悉皆性があること。これらの

 条件を満たすものは，次のような条件を備えるデータで

 ある。1．フローデータとスト・ソクデータが連動している

 こと，2．リストデータと統計データが連動しているこ

 と，3．フローリストに悉皆性があること。
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2．5．2　住宅データの現状

　建築関係，消防，衛生に関し，それらの台帳の整備状

況，報告の流れ，現状，について調査・整理した。

（1）建築関係では，建築基準法に基づき，特殊建築物

の定期調査，昇降設備，安全設備の定期検査が行なわれ

ている。特殊建築物として報告対象になるのは住宅では

共同住宅に限定されるが，都道府県によってはいまだに

共同住宅を特殊建築物に含めていないところもある。東

京都についてみると，指定特殊建築物は20万棟（うち共

同住宅等は8万棟）で，1990年中に定期調査報告の必要

な7万棟中，報告のあったものは4万棟弱（54％）に過

ぎない。そのうち是正が必要とされたものは20％で，是

正されたものは5％にとどまった。なお，昇降機定期検

査の報告率は91％，建築設備定期検査は38％であった。

（2）消防関係では，共同住宅で延べ面積が150m2以上の

ものが一定の消火設備を備える必要があり，さらに床面

積から算定して，収容人貝が50名以上の建物では防火管

理が義務づけられる。台帳は，新築・改築時の使用開始

届を資料にして作成される。共同住宅では4～5年に1

度予防査察が実施されることがあるが，その際データが

追記されることはない。該当する共同住宅は全国で67万

棟。うち防火管理が義務づけられるものは11万棟である。

マンションの点検結果報告書の提出は半数程度，必ずし

も全住戸への立ち入りを行なった結果に基づくものでは

ない。管理者の選任率，消防計画の作成卒はそれぞれ

66％，50％。

（3）水道局の責任範囲は受水槽の直前まで。それ以降

は建物所有者の責任となるが，簡易専用水道については

年1回の指定検査機関による検査結果が保健所に報告さ

れるため，少なくとも10㎡超の水槽を備える建物につい

ては，保健所に情報が保有されている。それ以下の小規

模給水施設についても，一部保健所では台帳の整備に力

を入れている。ビルの衛生管理は，中高層化の進展など，

地域の事情により優先順位が上下するため，台帳が良く

整備されているところから，全く作成されていないとこ

ろまで，整備状況の落差が著しい。

2．5．3　住宅データの整備とその限界

（1）台帳に記載される住宅は，一定規模以上のものに

限定されることが多い。建築基準法では，3階以上の階

の住宅用途が100㎡以上，全体で住宅用途が300㎡以上の

共同住宅，また消防法では，延べ面積150m2以上の共同住

宅，さらに水道法では，水槽容量10㎡超の建物という制

約がある。

（2）建築，消防，衛生に関する各台帳は，本来は相互

に関連はあるものの，各部門ごとに別々のものが作成さ

れている。その上，自治体ごとにフォーマットが違うこ

（フローリスト）

醸顧　＝■登記申請 登記簿

（ストックリスト）
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図2　住宅データの具体例
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 ともある。なお最近台帳の電算化が進んでいるが，電算

 化が進めば進むほど，縦覧が困難に，部局間の機密保護

 が厳しくなる傾向が見られる。今後は，プライバシー保

 護と政策効果とのバランスを慎重に考慮しつつ，住宅

 データの整備の方針を検討していく必要がある。自治体

 住宅政策に経験の深いイギリスでは，自治体ごと，部門

 ごとに独立したデータベースを保有しつつ，効率的に活

 用している。このような事実をにらみつつ，どんな情報

 をどのように活かしていくのか，ビジョンの確立が求め

 られている。

 3　マクロに見た業務と住宅のリンケージ

 　各基礎自治体が行なう領域とは別に，広域的な自治体

 政策の領域および国土全体をにらんだ分散化政策の領域

 が存在する。各自治体の政策目標を実現する上で，この

 領域の政策はいわば目標実現のための場づくりとして重

 要な働きをする。以下において広域的な自治体政策の可

 能性を探る。

 　首都圏各自治体の居住水準がノーマルな状態になるた

 めには，就業施設の分散化が不可欠である。東京大都市

 圏への就業施設の集中立地に呼応して就業希望者が殺到

 し，大都市圏に新たな住居が必要になる、より細かく見

 れば，都心区ないしは中心区において就業老が増加する

 と，第一に都心区では住居系から業務系の土地利用に転

 換するために，居住人口の減少が見られ，第二に業務施

 設の増加に応じた居住人口および世帯数増加がおもに郊

 外部で発生する。このように密接に関連のある事務所な

 どの就業施設と住居の関係を，一企業の社宅施策ではな

 く，広く社会化して考察しておく必要がある。社会化さ

 れた公正な負担による，従業者全体に対しての住宅施策

 が望まれる。そのためにも，業務施設の新設・増加ない

 しは，従業者の増加に対応した企業の住宅負担のあり方

 を，現在の住宅市場の仕組みの中で探る必要がある。

 3．1　東京都心区の就業人口増と居住人口滅少および

 　　　郊外人口増加

 3．1．1　就業人口の増加数と居住人口の減少数

 　因果関係上明らかでない部分もあるが，業務地として

 の開発が進んでいる千代田，中央，港，新宿、渋谷の5

 区では，常住人口減少数がおおむね従業人口増加数の

 1O～50％である（表7にあるように中央区の2期の数字

 を除き，一0.052～一0.556になっている。ただし中央区

 の2期では就業人口も減少。台東区は3期とも就業人口

 減）。

 3．1．2　都心区の業務床とそこへの通勤考

 　方面別の通勤者増加数は大まかに言って，都心からみ

 た各区の方位の延長方向の県の通勤者比卒が高くなって

 いる。また，地価水準が安価な千葉県にはどの区からの

 通勤者比率も高いのに対して，都下や神奈川県ではその

 比率が低くなっいる。中心8区の業務床1haの増加は，

 おおよそ500人の就業者増をもたらし，その通勤者増の居

 住地別分布は表8のようである。これらは，中心8区の

 業務床ストック増加とリンケージした都下と3県それぞ

 れの通勤者増加数にあたる。

 　上記3期のうち，第3期は特徴的な期間であり，区部

 から8区への通勤人口が増加している1980－1985には，地

 価がほとんど上昇せずマンション不況などもあったが，

 世の中は落ちつきを見せていた時期である。この時期に

 は区部でも通勤人口増加がみられ，このため通勤遠隔地

 である3県の通勤人口増加数を半減する大きな効果を及

 ぽした。これは通勤時間の短縮および通勤混雑の解消に

 も役立つ。社会の景気情勢や地価動向に左右されること

 は確かであるが，政策的に区部の居住を増加できるよう

 に誘導することの重要性は明らかである。

 3．2　マクロリンケージの提案

 3．2．1　マクロリンケージの考え方

 　この考えは，業務施設ができることによって，確実に

 通勤圏内で住宅が必要になること，またその他の負担が

 必要になるため，業務床の供給者である事業者が業務床

 とリンケージさせて住宅を供給・負担するのが適切であ

 るという考え方によっている。事務所や銀行など以外の

 業務床である施設についても，従業者ストック増を発生

 するのであれば，住宅のための開発負担，負担金を課す

 必要があろう。また住宅開発の場合はリンケージ住宅は

 必要ないが，適正住宅（アフォーダブル，その他の条件

 を満たす住宅）の確保が考えられてよい。さらにリンケー

 ジする対象を広げ，負担金も含めた方策が，計画当事者

 およびこれに関心を持つすべての市民，企業などによる

 公開での議論，交渉を通じて選択される必要がある。

 3．2．2　マクロリンケージ政策の目標と実施方策

 政策目標の柱は，企業立地条件の外部にあって，企業

 表7　従業増（減）人口あたり居住人口増（減）数

 期間千代田中央　　港新宿文京台東渋谷皇島

 1970〃5－O・174－0・401－0．1924474－8．6652α109珊．234．9．22

 1975！80－0・3213，504刈．2200，510－22．7484，699↓556．3．877

 1980185－0・052－O・069刈。056一α171－0．81715，458－O．0954520

 表8　中心8区での業務床1ha増加に伴う従業考500人増
 　　加の場合の都県別中心8区への通勤者増加数

 23区内　　都下　埼玉県　千葉県神奈川県

 1970－1975　－50　＋70　＋145　＋160　＋140

 1975－1980　－140　判5　＋140　＋270　＋170

 1980－1985　＋150　＋65　＋80　＋95　＋90
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 がもたらす住宅需要と住宅入手困難性などの弊害を除く

 ため，直接社会的負担として住宅確保を義務づけること，

 およびこれを通じて企業の一極集中構造の是正を図るこ

 とである。またこの政策目的以外の面への影響について

 も考察しておく必要がある。その際，1．市場の力につい

 ての配慮，2．経済効率を犠牲にすることへの配慮，3．

 良くない影響の長さと深さへの配慮が必要である。

 3．2．3　開発者負担と他の負担とのバランス

 　開発者負担は，家賃値上げを誘発する可静性があり，

 また，新旧の家賃格差を急速に拡大するなどの弊害もも

 たらす。したがって需要全年が縮小する方策が同時に必

 要で，床の需要者である事業所にも負担が課せられる必

 要がある。特別事業所税はその典型であり，地方自治体

 の課税種目として定められてる事業所税を活用すること

 が想定できる。現規定のままでは限界があるので，税率

 等を改正し，またその使途を業務とリンケージさせた住

 宅政策へ重点的に利用するべきである。

 　一方，床需要者である各事業所の負担として，特別事

 業所税に限らず住宅の負担を直接要求することも想定さ

 れる。これは特に社宅を保有する大企業に対する負担と

 して，一部の社宅を一般の用に供することを求める方法

 である。さらに社宅で所得移転と見なされる家賃の限度

 額を大幅に引き上げ，現行の極めて低い家賃でも所得税

 を免れている社宅優遇税制を改め，不公正の是正を図る

 ことが望ましい。

 3．2．4　適正住宅

 　リンケージさせる住宅のうち一定部分は，適正住宅（西

 ドイツの社会住宅にあたるもの）とし，業務床の開発事

 業者が直接供給してもよいし，すでに基準を満たした住

 宅であれば買い取ってもよいし，一定の条件で借りても

 よい。いずれにしろ住宅の水準についての規定を遵守し，

 政策的に一定基準以下の家賃とする貸家として経営する

 ことが開発事業者に義務づけられるものとする。

 　リンケージ住宅の中で一定の基準を満たした住宅の必

 要量を，適正リンケージ住宅戸数ないし床面積とし，こ

 れを適正住宅の種類に応じた係数をリンケージ住宅戸数

 ないしは床面積に掛けることによって求めた数値が上回

 ればよいものとする。リンケージ住宅は，通勤に適した

 立地条件であれば，各区での付置義務住宅のように同じ

 敷地内ないしは区内である必要はなく，むしろ，より大

 きな範囲に確保することの合理性を重視する。また，業

 務施設開発事業者が住宅建設も行なう必要もない。その

 立地は例えば市場家賃から2～3割安い程度でアフォー

 ダビリティが確保でき，利便性も悪くない場所などが適

 切といえよう。単純化するためにリンケージ住宅の立地

 場所は23区内であればよいとするなどの方法が想定され

 　る。

 3．3　開発負担と特別事業所税との併用方策およびマ

 　　　クロリンケージの効果

 　外部費用を内部化する上ですべての開発について本来

 的に，外部費用の一定部分を開発負担として要求するこ
 　　　　 とは理に適っている。問題は開発負担制度を開始する以

 前の開発に対して，過去に遡った開発負担が行なわれな

 い点である。この点を補う形で，特別事業所税方式を活

 用することが有効と考えられる。

 3．3．1　開発負担および負担金

 　特別事業所税方式に比べて利点を持つと考えられるの

 は，状況に応じた機敏な方式であること，それゆえに効

 果を見計らいながら調整ができることである。後に検討

 しているように，現物負担としてのリンケージ住宅は現

 物を直接確保できるメリットがあり，負担金のみでは戸

 数確保の面で不確実性が大きい。

 　対象が新規業務床供給事業者に限定されているため，

 既存業務床についてはあまり影響力がないこと，および

 供給者への負担にもかかわらず需要が旺盛であるとコス

 トが需要者に転化され，開発負担が持つ供給抑制的な働

 きが抑えられて，単に新規建設事務所の家賃を高騰させ

 る可能性があることの問題がある。この結果，新規建設

 事務所の家賃水準を人為的なインフレ価格にする一方，

 賃料高騰による需要減少はさほど期待できない可能性も

 ある。しかし特別事業所税との併用ないしは事務所床需

 要が景気の動向で減少気味の場合には，人為的賃料高騰

 が事務所床需要および供給減少に相乗的に効く可静性が

 ある。

 3．3．2　特別事業所税方式

 　この方式は，税の適用地域を限定することによって，

 その中においてはこの税が売上げ（現行の事業所税制度

 では床面積と従業者給与総額の半々）に対してかけられ

 るため投資が控えられ，しかもこれがない場合に比べて，

 杜会的最適な生産水準に近づける。

 　この方式では，より機会均等な事業所の利用，および

 一定地域内の事務所床需要の抑制がかなり確実に見込ま

 れることから，少なくとも家賃の高騰による需要抑制よ

 りは，社会的に好ましい効果を持つ。したがって，課税

 する地域の設定，課税対象，税率などを現実的また適切

 に定めた上でこの税を導入し，その税収を業務分散化，

 適正住宅建設等の住宅政策にあてることが適切と考えら

 れる。例えば，課税方法のスケジュールを最初に明らか

 にした上で，漸次税率と課税する地域の範囲を大きくし

 ていく方法である。

 　この方式の適用によっても，都心への業務集中抑制効

 果は当初あまり大きくない可能性がある。ただし都心か

 ら23区への業務床のスプロールは，特別事業所税によっ

 て抑えられる可能性がある。23区内と区外で人為的に税

 負担に差がつけば，23区内の外周区などと立地条件に大
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 きな差のない業務核都市まで一気に移転する方が好まれ

 る可能性がある。この場合業務核都市の整備が重要に

 なってくる。また，大規模な敷地のある横浜，幕張，立

 川の都市基盤整備が急がれる。

 3．3．3　マクロリンケージ政策実施の効果

 　マクロリンケージは23区内（て）住宅建設を誘導する可能

 性がある。住宅の家賃水準が上昇することのないように，

 適正リンケージ住宅の比率を高めることが求められる。

 ここ数年の都心8区の業務床ストック増加分は年間約

 200haであり，23区内で仮にストック増加分1haあたり

 50戸のリンケージ住宅およびうち30戸を適正リンケージ

 住宅と仮定すると，年間適正リンケージ住宅が6000戸と

 なり，23区内の貸家供給戸数10万戸の6％と，かなりの

 比率となる。先に検討したように1haの業務床ストッ

 ク増に伴う500人の従業員増加のうち1980－1985には150

 人が23区内に住居を確保したことからみて，23区内で50

 戸のリンケージ住宅戸数は適正な仮定といえる。これが

 23区内の住宅供給圧力となり，家賃水準が抑さえられて

 いるので，市街化区域内農地などでもこれに影響されて

 適正な家賃の住宅供給が行なわれる可能性は高い。また，

 木賃アパート地区の建て替え住宅などに高い係数を設定

 し，事業者がこのような地区でリンケージ住宅を確保す

 ることを誘導できる。

 3．4　業務床供給量の直接規制方策

 　以上広域的な観点からの政策を述べたが，各基礎自治

 体で業務床の建設量（フロー）および総量（ストック）

 を抑制する方策は，運用の方法特に量の確定方法にかな

 りの課題を残すものの，業務床の量そのものの規制とい

 う点では最も確実である。マクロな政策が適切であるこ

 とを前提として各基礎自治体の事情に即して柔軟に対応

 させることが想定される。

 　業務床の建設量については，サンフランシスコの例の

 ように成長管理政策を住民投票による選択で法制化した

 例があり，日本でもこれに近い方法として、住民側から

 請求して議会で条例を可決する方法がある、

 　総量については，新都市計画法に基づく新用途指定に

 当たって，実質的に業務床規制となるようにこれを活用

 することが考えられる。それとともに，マクロリンケー

 ジや特別事業所税など，業務床の総需要抑制策をマクロ

 な都市政策で確保しておくことが，各自治体の住宅都市

 政策を支援する重要な役割を持ち，相互の相乗効果が重

 要である。

 4　まとめ

 （1）自治体住宅政策は着実に広がりを見せる傾向にあ

 るといえよう。特に住宅計画の進展はその内容が具体的

 なだけに，住宅政策が自治体の政策のひとつの大きな柱

 として確立しつつあることを示している。この点で，少

 なくとも東京23区レベルでは，住宅政策が従来の枠組み

 を超えて大きく展開しつつあるといえよう。

 （12）しかし，いくつかの懸念もある。ここでは，「定住

 施策」と「住宅施策」の差が拡大してきたという問題点

 を指摘しておこう。

 　基本的にこれまでの施策は都心区・周辺区での1．人口

 の減少，または2．ファミリー世帯の減少という事態に対

 する「人口呼び戻しのための施策」（＝定住施策）であっ

 たといえる。「定住人口の減少は区の存立基盤を脅かす」

 との認識が共有されている「定住施策」は，比較的合意

 形成がしやすいものと思われる。

 　これに対して「住宅施策」は，地域の住宅と住環境を，

 より望ましいものとしていくための施策であり，「定住施

 策」とは重なる部分もあるがイコールではない。この意

 味での「住宅施策」に対しては「住宅は個人の責任」と

 されてきたこれまでの“常識”があり，自治体が先進的

 に踏み出すには難しい側面がある。

 　これまでの23区での住宅政策の伸びは基本的に前者の

 「定住施策」を軸に展開してきた。そして，現在のとこ

 ろ「定住施策」としては施策ツールもどうやら出そろっ

 た観がある。今後，自治体住宅政策が次のステップに踏

 み出すためには，上記の意味での「定住施策」に加え，

 狭義の「住宅施策」を導入していく必要があると思われ

 る。

 （3）本研究では，自治体住宅政策，なかんずく計画の

 到達点と今後の課題についてはある程度明らかにし得た

 （2，3，4章）。しかし，住宅政策の展開の方向性の一

 つに，直接供給から間接供給へという流れがあり，この

 意味で従来の公営住宅政策の評価と家賃補助などの新し

 い施策の評価を行なう必要があったが，この点について

 十分な検討ができなかった。

 （4）住宅政策は，特に大都市圏においては基礎自治体

 で完結するわけではなく，広域的な施策が欠かせない。

 そのため本論では「3．マクロにみた業務と住宅のリン

 ケージ」として，業務と住宅の適正な配置を実現するた

 めの政策を検討した。しかし，ここでとりあげた政策を，

 自治体を主体に置いた住宅政策体系の中でどのように実

 現していくかということについては，今後の検討課題と

 して残された。
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 住田昌二「自治体住宅政策の視座；市町村住宅計画の提起」
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＊4．都心居住回復ゾーン，土地利用転換誘導ゾーン，住宅供給型
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